
解 答
宗 問１ エ

問２ 人びとは，租・調・庸や兵役の義務を課され，都に納める税を運ぶことも負担させられた。このため，負担

を守らないと罪になるとしても，逃亡して行方不明となる人が多くいたから。

問３ 御家人の領地を保護したり，手柄に応じてほうびとして新しい領地をあたえたりすること。

問４ 各地で異なっていたものさしやますの大きさを統一した。

問５ エ

問６ ア

就 問１ 地価

問２ ウ

問３ 八幡製鉄所

問４ （１） 関税

（２） い ○ ろ × は ○ に ○

州 問１ エ

問２ Ｃ ウ Ｄ ア Ｅ イ

問３ 新聞

問４ ア

問５ 立憲改進党

問６ ウ

問７ 治安維持法

問８ イ・ウ

問９ エ

問10 Ｆ 神奈川県知事 Ｇ 神奈川県議会議員 Ｈ 鎌倉市長 Ⅰ 鎌倉市議会議員（不順可）

問11 エ

修 問１ 国会ができる前は，権力者が自らの政治に必要な税を決めていたが，国会ができてからは，議員の話し合い

でつくられた法律によって税が決められるようになった。

問２ 選挙権は，１８８９年に直接国税１５円以上を納める満２５歳以上の男子にあたえられ，その後，納税額の

制限がゆるめられていき，１９２５年に普通選挙法によって満２５歳以上のすべての男子に拡大された。戦後

の１９４５年には満２０歳以上のすべての男女となり，２０１５年には年齢が満１８歳以上に引き下げられた。
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